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議案第１７号 摂津市指定居宅介護支援事業者の指定並びに指定居宅介護支援等の  
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（午後０時５７分 開会） 

○増永和起委員長 ただいまから、民生

常任委員会を開会します。 

 本日の委員会記録署名委員は、森西委

員を指名します。 

 先日に引き続き、議案第４号、議案第

１２号及び議案第２８号の審査を行い

ます。 

 質疑を続けます。 

 南野委員。 

○南野直司委員 １点だけお聞きした

いと思っています。 

 予算書では、２８、２９ページ、予算

概要では１７２、１７３ページになると

思います。 

 特定健康診査等事業５，１２９万４，

０００円、これは、４０歳以上の被保険

者に対しての健診等の実施ということ

であります。 

 そして、もう１点は、保健事業ですね。

２，０２４万７，０００円、これは４０

歳未満の被保険者に若年者健診を実施

ということであります。いずれにいたし

ましても、２つの事業ですね、私は、健

診の受診率向上という部分が何よりも

大事なことだと思っています。これは、

決算審査のときもお聞きしたと思うん

ですけども、これは事務報告書ですか。

これ平成２８年度には、集団健診と個別

健診の年齢別で実績というふうに数字

が載っておりますけども、最新の健診率、

何名対象者がいらっしゃって、何名受診

されたのか等々、もし数字つかんでおら

れましたら、教えていただきたいなと思

います。 

 そして、さまざまに、お一人お一人対

象者の方や受診されていない方への電

話等々での受診勧奨をしていただいて

おると思うんですけども、その取り組み

の中身について、お聞かせいただきたい

と思います。 

○増永和起委員長 森﨑課長代理。 

○森﨑国保年金課長代理 それでは、南

野委員の特定健診及び若年者健診に係

るご質問にご答弁申し上げます。 

 まず、特定健診でございますが、平成

２８年度の法定報告値ですと、３０．

５％の受診率になっております。受診者

数は４，３９０名になります。 

 若年者健診におきましては、受診率は

出しておりませんが、最終的に国保の若

年者健診でいいますと、１４７名となっ

ております。 

 特定健診受診率向上の勧奨業務でご

ざいますが、本市におきましては、大き

く２つあります。 

 １つは、電話勧奨でございます。こち

らに関しましては、保健センターに委託

しております。保健センターの委託によ

りまして、直接電話勧奨によって予約が

できるというメリットがございます。こ

ちらのほうが１点と、もう１点が、はが

きの勧奨でございます。こちらに関しま

しては、電話がつながらない、あるいは、

優先度が低い方に対しまして、はがき勧

奨を行っております。 

 以上でございます。 

○増永和起委員長 南野委員。 

○南野直司委員 いずれにいたしまし

ても、健診率の向上というものに、しっ

かりとまた今後も取り組んでいただき

たいと思います。 

 そして、摂津市におきましては、国立

循環器病研究センターを中心とした健

康・医療のまちづくりが着々と進んでい

っておるわけであります。例えば、その
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国立循環器病研究センター、あるいは、

吹田市民病院が建設されるということ

になっております。 

 そんな連携体制ですね。例えば、この

特定健診、あるいは若年者健診での連携

体制。そして、もう１つは、私は、いつ

も保健センターのほうに健診に行かせ

ていただいているんですけども、早けれ

ば１時間ぐらいで健診も終わるわけで

ありますけども、例えばですけども、安

威川以南におきましては、保健センター

がありませんので、例えば、別府コミュ

ニティセンターを利用して集団健診

等々ができないかなというふうに思っ

ています。その健診の巡回バス等々もあ

りますので、そういう観点から、市もど

のように考えておられるのか。連携体制

と、そういう巡回バスを利用しての健診

が安威川以南のほうでもできないかな

と。そうすると健診率も上がってくるの

かなというふうに思うんですけども、お

考えをお聞かせいただきたいと思いま

す。 

○増永和起委員長 森﨑課長代理。 

○森﨑国保年金課長代理 それでは、南

野委員の２回目のご質問にご答弁申し

ます。 

 国立循環器病研究センター、もしくは、

吹田市民病院との連携ということでご

ざいますが、現在、本市におきましては、

特定健診医師として、国立循環器病研究

センターの予防健診部から医師のほう

を派遣していただいております。平成３

０年度も、引き続きこの派遣は続く予定

となっております。 

 一方、吹田市民病院との連携につきま

しては、現在かなっておりませんが、市

民の健康づくりという観点では、昨年１

１月にノルディックウオーキングの講

座におきまして、講師の派遣をいただき、

講演のほうをしていただいております。

引き続き、連携につきましては、医師会

等も含めまして、強化していきたいと思

っております。 

 続きまして、別府コミュニティセンタ

ーを利用した保健センター以外での集

団健診についてのご質問でございます。 

 本市におきましては、保健センターと

個別の医療機関での受診割合は６対４

ぐらいになっております。特に、保健セ

ンターにおきましては、がん検診等のセ

ット健診ができることから、予約のほう

が埋まってしまうという現状が確かに

ございます。 

 本市といたしましては、この状況です

と、個別医療機関での受診の利用促進を

図りたいというのが担当課としての思

いではございます。また、本年度、人間

ドック助成ということもありまして、受

診率の向上も図られます。そういったこ

との効果を踏まえた上で、その次の対策

として、委員がおっしゃいました別府コ

ミュニティセンター等を利用した集団

健診についても研究してまいりたいと

思っております。 

 以上でございます。 

○増永和起委員長 南野委員。 

○南野直司委員 例えばですけども、別

府コミュニティセンターを利用して、集

団健診ができたら健診率も非常に上が

ってくるのかなと、私自身はそのように

思っておりますので、さまざまな観点か

ら、どうか視野に入れていただいて、研

究していただきますようお願いいたし

まして、質問を終わります。 

○増永和起委員長 ほかに質問はあり
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ませんか。 

 森西委員。 

○森西正委員 それでは、細かいという

よりも、全体的なことを聞かせていただ

きたいと思います。 

 保険料の一元化、一体化というところ

で、予算規模が前年度に比べて１２０億

円から９８億円ということで、約２２億

円マイナスになっております。 

 前年度の予算にある部分と、それと、

それが廃止になって、今年度予算に新た

にという部分が出てくるんですけれど

も、摂津市の国保財政として、数字上は、

前年度に比べて予算規模が少なくなっ

て、財政的に軽くなったというふうな見

方ができんこともないんですけれども、

実際のところ、担当のほうとしては、そ

の点をどのようにお考えなのか。歳入に

合わせて歳出をつくっているのか、歳出

に合わせて歳入をつくっているのか、そ

の辺の数字を合わせているかどうかと

か、その辺の考えもお聞かせいただきた

いと思いますし、予算ですから、これが

今のわかる範囲での金額ですというこ

となんでしょうけれども、例えば、この

１年間を通して補正というものが出て

きて、最終的には前年度予算並みの金額

になっていくものなのか。ではなくて、

今年度の当初予算に近いような金額で

最終的に決算はおさまる見込みなのか、

その点も教えていただけたらというふ

うに思います。 

○増永和起委員長 安田課長。 

○安田国保年金課長 それでは、森西委

員のご質問にご答弁させていただきま

す。 

 特別会計全体の概要というところで、

委員がおっしゃるように、前年と比べて

２２億円ほど総額が減少となっており

ます。これは、広域化によりまして、財

政主体が都道府県に移行することで、財

源の仕組みが変わったことが要因でご

ざいます。 

 具体的に申しますと、平成２９年度に

ございました科目としまして、市町村間

の再保険事業としていた共同事業です

ね。保険財政共同安定化事業及び高額医

療費共同事業が広域化に伴って廃止に

なったと。これまでは、府内の市町村間

で助け合いしておりましたが、都道府県

化により、これが不要となったと。ここ

まで約２０億円ぐらい予算規模が落ち

ております。そのほかにおきましては、

これまで国庫でいただいてたものが全

て府を通じていただくと。ダイレクトに

いただくというよりも、府内で財政調整

した中でいただく形になっております。

そういったことで、仕組みとしてはそう

いう形で変わりましたと。 

 補正により予算規模が前年並みとな

るのかというお問いでございますけれ

ども、ここにつきましても、大きなもの

として、共同事業の廃止が要因でござい

ますので、給付費の増等による膨らみは

予測はされますが、制度がなくなったこ

とが主な要因でございますので、平成２

９年度並みになることはまずないと考

えております。 

 最後に、歳出に合わせて歳入をつくる

のかと、逆に歳入に合わせてということ

でございますが、やはりこれは特別会計、

これまでも必要な歳出に合わせて歳入

をつくると。そのために必要な財源を保

険料等で維持していかないけないとい

うことで、保険料のほうが今回改定にも

つながっているというところでござい
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ます。 

 以上でございます。 

○増永和起委員長 森西委員。 

○森西正委員 私も、以前から国保の広

域化というのはするべきだというよう

な考えで、この委員会でも話をさせてい

ただいていましたし、賦課限度額も金額

が上がるということでありますから、そ

の賦課限度額も税と一緒で、もう少し所

得の高い方は、累進でもって納めていた

だくというような形をとるほうがいい

という考えは持っておるんです。上限を

決めて、そこでなぜ上限なのかなという

ところがあるんですけれども、所得の多

い方は、もっと累進でもって納めていた

だいて、そうすることによって、所得の

低い方がその辺の保険料が軽減される

と私は思っておりますので、府に対し、

国に対しては、そういう部分も話をして

いただきたいと思いますし、保険料も今

回広域化というところで、金額は１つに

なるのかというふうなところの議論が

あって、市町村によって金額が違うとい

うふうなことに最終的になりましたの

で、私は、そういうふうな部分は金額は

大阪府であれば大阪府、どの市町村も一

元というふうな考えですので、そこから

国保だけでなく、ほかの保険等も、社会

保険等も含めて一体化、一元化で広い範

囲で。例えば、医療費がどこの医療機関

にかかっても、医療費は負担は一緒にな

るわけじゃなく、同じ医療内容であれば、

行為であればというのも国保の保険料

が市町村によって違うというのは、それ

はやっぱし、その点は公平でないという

ことは思っておりますので、そういうよ

うなことも、大阪府、国のほうに話をし

ていただいて、よろしくお願いしたいと

思います。 

 先ほど、ご答弁で共同事業のというと

ころで、歳入と歳出が前年比とっても、

ほぼ一緒ということでありますから、理

解をさせていただきました。 

 例えば経費にかかる会計も、広域化に

なることによって、経費が軽減をされる

というところは、実際、発生してくるの

か、その点を聞かせていただきたいとい

うふうに思います。今までと変わらずに、

経費自体は共同事業以外の部分とかは

変わらずに今までどおりなのか、もしく

は、広域化によって事務作業的な部分の

一元化されるところがあって、そういう

ところで経費が軽減される部分がある

のか。その点、お聞かせいただきたいと

思います。 

○増永和起委員長 安田課長。 

○安田国保年金課長 それでは、２回目

のご質問にご答弁させていただきます。 

 広域化によって経費が新たに発生す

るのかというお問いでございます。財政

の仕組みが変わったことによって、新た

な科目が出ておりますが、これは今まで

の歳入と歳出を調整した形であります

ので、そういった意味では、経費という

ものを新たなものと位置づけは考えて

おりません。 

 事務的な話で申しますと、基本的には

事務の経費としましては大きな変動は

ございません。総務費のほうが事務の経

費になっておりますので、そういった部

分で大きな増減はございません。今年度、

総務費がふえているという意味で申し

ますと、保険証の更新がございます。そ

の部分でふえたというのがございます。 

 今後、保険証の更新につきましても、

２年に一度やっておりましたが、広域化
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によって統一になりましたので、１年更

新と。そういった部分では、更新費用が

毎年発生するということは出てまいり

ますが、一括で更新ということで、国保

連合会のほうで事務処理をしますので、

そういう部分で言うと、事務の軽減が図

れるということもございます。 

 それ以外にもこまごました事務がご

ざいますが、大きく広域化によって負担

がふえるということはないものと考え

ております。 

○増永和起委員長 森西委員。 

○森西正委員 新たに平成３０年度か

らということですから、今ここで具体的

に見通しというのはわかりますけれど

も、実際に動いた中で、課題が生じてき

たりとか、いろんな問題が生じてくると

いうこともあろうかと思いますので、そ

の辺は、国保連合会等とも連絡をとりな

がら、市民の皆さんに、余り影響が出な

いようによろしくお願いしたいと思い

ます。 

○増永和起委員長 ほかにありません

か。 

 村上委員。 

○村上英明委員 この国保という観点

では、平成３０年度から広域化になって

くるということでございまして、先ほど

も、昨日もそうなんですけど、いろいろ

な議論もさせていただいた中で、やはり、

いろいろと聞いている中で、この歳出の

部分があるから、この歳入の部分を支え

ていくということであれば、その歳入の

部分というのは、大方、保険料等が一番

ウエートを占めてくるのかなと思うん

です。 

 私も、これまでも、やはり何回か聞か

せてはいただいておるんですけども、滞

納繰越分ですね。毎回計上されていると

思うんですけども、その辺で、やはり現

年度分なり、この滞納繰越分をしっかり

と徴収していくというところが、やっぱ

り皆様からいただく保険料の負担の公

平性という観点では一番なのかなと思

うんですが、その辺の徴収率なり、徴収

の考え方について、ご答弁をお願いした

いなと思います。 

○増永和起委員長 安田課長。 

○安田国保年金課長 村上委員のご質

問にご答弁をさせていただきます。 

 収納対策でございます。収納対策につ

きましては、広域化によって何か変わる

というものではなく、引き続き、市町村

が取り組んでいかなければいけない部

分でございます。その中におきまして、

平成２９年度現在でございますが、昨年

２月同月比較でいきますと、収納率は上

回っているという状況となっておりま

す。 

 来年度もこれまでと同様に、まずは未

納の防止ですね。口座振替の推進、コー

ルセンターといったことで、まず未納が

起こらない取り組み等、いろいろさせて

いただく中で、滞納が膨れ上がらない形

で、取り組んでいきたいと思います。 

 最終的に、やむを得ない方につきまし

ては、滞納処分等も必要かとは思います

が、できるだけそういったことにならな

いように、早目早目に対応はしていきた

いと。現時点で、先ほど申しましたよう

に、収納率が上がっておりますので、引

き続き、着実に取り組んでいきたいなと

考えております。 

 以上です。 

○増永和起委員長 村上委員。 

○村上英明委員 この収納率について
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は、目指すは１００％というところにな

ってくると思うんですが、なかなかそう

はね。市民の方の生活実態というか、ど

うしても、もう支払い困っているんだと

いう方々もやっぱりおられるのは現実

だというふうに思いますし、また、うっ

かり忘れていたという方もおられると

思うんですけども、やはり、この滞納部

分をなくしていくというところに、今ち

ゃんと払っておられるというか、真面目

に払っておられるというか、そういう

方々の保険料の軽減というんですかね、

抑えていくというところにも寄与して

いくのではないのかなと思いますので、

そういう意味では、どうしてもという方

もおられますから、それはしっかりと丁

寧な形で対応をしていっていただきた

いということと、やはり、この収納率が

上がってきたということについては、一

定評価もできますし、また、保険料軽減

分ということで、努力のされているとい

うことでも、歳入の分でもございました

ので、そういう意味では、しっかりと市

としてそういう、保険料をなるべく抑え

ていくというような努力をしていくと

いう、汗をかくのが一番大きなところか

なと思いますので、その部分では、しっ

かりとこれからも努力していっていた

だきたいということで、要望として終わ

りたいと思います。 

○増永和起委員長 以上で質疑を終わ

ります。 

 次に、議案第８号及び議案第２７号の

審査を行います。 

 本件２件については、補足説明を省略

し、質疑に入ります。 

 光好委員。 

○光好博幸委員 １点だけ確認の意味

で教えいただければと思います。 

 予算概要１９６ページの一般事務事

業におきまして、システム改修委託料と

いうのは、平成３０年度ですか、２７２

万１，０００円が計上されておりますの

で、中身について、ご説明いただきたい

と思います。 

○増永和起委員長 安田課長。 

○安田国保年金課長 それでは、光好委

員のご質問にご答弁させていただきま

す。 

 システム改修委託料の中身でござい

ます。この改修の内容としましては、こ

れまで後期高齢者の保険料につきまし

て、特例軽減措置がございました。しか

しながら、平成２９年度、平成３０年度、

段階的に廃止ということが国のほうで

決まりましたので、それに伴うシステム

の改修というものでございます。 

 なお、この改修経費につきましては、

全額国庫補助されるということになっ

ております。 

 以上でございます。 

○増永和起委員長 光好委員。 

○光好博幸委員 理解しました。ありが

とうございました。これで質問を終わら

せてもらいます。 

○増永和起委員長 ほかにありません

か。 

 弘委員。 

○弘豊委員 では、先ほどの光好委員の

質問の部分も含めて、私のほうからも重

ねてお聞きしておきたいと思います。 

 この後期高齢者医療の制度が始まっ

たのが平成２０年度でしたから、この３

月末で、ちょうど１０年を迎えるという

ことになります。この間、２年ごとの保

険料改定の中で、最初の３回の改定では、
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値上げ、値上げ、値上げとなってきたと

思うんですけれども、前回２年前と、こ

としと報道発表とかによりましたら、引

き下げという方向で出されています。今

回、予算書で、保険料収入の見込みを見

ましたら、前年度と比べて６，３３１万

３，０００円の増ということになってい

るわけですが、これは単純に被保険者の

増ということの見込みなのか、また、先

ほどおっしゃられたシステム改修の件

ですね。特例軽減の分の段階的廃止とい

う、そこの影響がどの程度見ておられる

のかということで、最初に聞いておきた

いと思います。 

○増永和起委員長 安田課長。 

○安田国保年金課長 それでは、弘委員

のご質問にご答弁させていただきます。 

 保険料の改定につきましては、弘委員

のおっしゃるとおり、２年に１度改定と

なっております。本年度、平成３０年度

と平成３１年度の改定年ということで、

広域連合におきまして算定のほうが行

われた結果、平成３０年度、平成３１年

度保険料につきましては、所得割料率が

９．９０％、昨年度と比べて０．５１％

の引き下げ、また、均等割につきまして

も、５万１，４９１円、１５８円の引き

下げという結果となっております。 

 その中で、予算の総額がふえるという

要因でございますが、こちらにつきまし

ては、被保険者数の増加が主な要因とな

っております。その中で、確かに特例軽

減の廃止によって、一部の方は引き上げ

となる方もございますが、この影響額と

いうのは、なかなか数字が出せませんの

で、全体的には引き下げとはなりますが、

一部、特例軽減の廃止により上がる方は

おられるということになっております。 

 以上でございます。 

○増永和起委員長 弘委員。 

○弘豊委員 この後期高齢者医療の制

度はいろいろと問題があるなというふ

うに、当初から感じてはいたんですけれ

ども、ただ、その保険料だけで見たとき

には、低所得の方には国保と比べても低

い保険料でということで来ていると思

うわけです。今回、特例軽減の廃止とい

うことでは、所得割額のところでも段階

的廃止であります。均等割のところでは、

旧被扶養者の均等割軽減というのは廃

止の方向になっていますけれども、低所

得者に対する９割軽減、７割軽減、５割

軽減というふうなことでは、引き続き継

続で行われていくと思うわけですけれ

ども、これが、今後の制度改正とかで削

られるような、そういうようなことも今

の時点ではないんですかね。そこらあた

り聞いておきたいのが１点と、それと、

今回値上げになる方というのが、大阪府

の広域連合で資料がホームページなん

かで出されているので、そういうのを見

ていましたら、１６８万円、または１９

５万円の年金収入額の層にある方は、今

回の保険料値上げの対象になっていく

ということなんですけれども、摂津市で

はどれぐらいのところに該当される方

がいるのかということが、大まかで構い

ません、何割ぐらいということとか、わ

かればお聞きしておきたいと思います。 

○増永和起委員長 安田課長。 

○安田国保年金課長 まず、特例軽減の

廃止の動向でございます。 

 委員がおっしゃるとおり、９割軽減、

８．５割軽減につきましては、現時点で

は、当面維持ということとなっておりま

す。今後どういうふうになるのかという
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のは、現時点では不明ではございます。 

 今回、保険料の上がる世帯というとこ

ろで、平成２９年度、平成３０年度、特

例軽減廃止となる方の対象人数という

部分で申しますと、これまで、旧被扶養

者軽減というものがございました。後期

高齢に移られる以前に、社会保険の扶養

に入っておられたと。それによって、特

例軽減を受けておられた方は、平成２９

年度実績で申しますと２４２名、もう１

つの特例軽減で、所得５８万円以下です

ね。所得割が軽減となっていた方、こち

らにつきましては、全体で９８０人、こ

の方々が影響が出るというふうに見て

おります。 

 以上でございます。 

○増永和起委員長 弘委員。 

○弘豊委員 この後期高齢の制度が、保

険者が大阪府の広域連合ということに

なって、なかなか摂津市の中で、そうい

うデータというか、状況というか、わか

るような資料がこれまで受け取ったこ

とがないというふうに思うんです。 

 国保にしろ、介護保険にしろ、大体年

間の事業のまとめみたいなのが決算の

ときには出されるわけですけれども、後

期高齢の部分は、おっしゃるには、全然

目に見えないという状況もあって、身近

な市民の健康や医療にかかわって取り

組んでいる事業なわけですけれども、そ

こらあたりがわからないって、やっぱり

これは問題なんじゃないのかなと思う

わけであります。 

 今回、１０年ということにもなります

んで、一回振り返って、この１０年間こ

の事業をどのように行われてきたのか

みたいなものを一度資料をつくってみ

るようなことがいるんじゃないのかな

と思うんですけれども、そういったお考

えがないか、聞いておきたいと思います。 

 それと、今回、軽減の対象から影響を

受けてということで、２４２名、９８０

名ということで、今ご答弁ありましたけ

れども、これは今の摂津市の後期高齢者

被保険者全体からしたら、被保険者全体

が何人いるのかということを、さっき何

割ぐらいがということでお聞きしたの

で、聞いておきたいと思います。 

○増永和起委員長 安田課長。 

○安田国保年金課長 それでは、３回目

のご質問にご答弁をさせていただきま

す。 

 データのわからないという部分で、な

かなか資料のご提供ができないという

のは、私どももございます。市町村ごと

の資料が出るものと、府全体でしか出な

い部分がございます。収納率や、例えば、

健診の受診率ですね。こういった部分に

つきましては、市町村ごとで集計されて

おりますので、そういった資料について

は今後提供させていただくことは可能

かとは思いますが、国保のように、もう

少し細かな分析というのは、なかなか今

の現状では難しいかなと考えておりま

す。 

 続いて、軽減の割合でございます。 

 被保険者数が、現時点で、全体で９，

６０５人の方が被保険者数となってお

ります。それで計算しますと、旧被扶養

者の方が２４２名、２．５％、５８万円

以下の所得割の軽減対象者である方が、

１０．２％、以上となっております。 

○増永和起委員長 弘委員。 

○弘豊委員 ありがとうございます。 

 今回、報道などによりましたら、保険

料率が引き上がりますよというような
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ことは目にしている方もいらっしゃる

と思うんですけれども、軽減のところが

なくなるよということで、なかなか周知

というか、知らないと思うんですよ。そ

れで請求がきたら、去年よりも保険料が

ふえているわというふうにやっぱりな

るんじゃないかなと思います。そういっ

た意味では、そういったことについても、

やっぱり対象の方に知らせていくよう

なこと、もちろん、その保険料を決定し

て、そのおっしゃっている中では、その

ことは説明があるんだろうと思うんで

すけれども、そこのところをまた取り組

んでいただきたいなと思います。 

 なかなか摂津市だけでどうというこ

とができる制度でもないのかなという

ふうには理解しているんですけれども、

だからこそ、私は、国保の広域化みたい

なことは今後やられていくと、ちょっと

問題じゃないかなと思っていますので、

あわせて、この場で言っておきたいと思

います。 

 以上です。 

○増永和起委員長 ほかにありません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○増永和起委員長 では、以上で質疑を

終わります。 

 暫時休憩します。 

（午後１時３４分 休憩） 

（午後１時３７分 再開） 

○増永和起委員長 再開します。 

 議案第７号及び議案第２９号の審査

を行います。 

 本件２件については、補足説明を省略

し、質疑に入ります。 

 光好委員。 

○光好博幸委員 それでは、４点ほど聞

かせてもらいます。 

 １点目、予算概要で出てきます、１８

８ページの介護予防・生活支援サービス

事業におきまして、このサービスの事業

負担金が２億４，７３０万９，０００円

ということで、平成２９年度と比較しま

すと、１億２，７００万円増額になって

います。その理由に加えまして、平成３

０年度の事業内容について、ご説明いた

だきたいと思います。 

 ２つ目に、同じく予算概要１９０ペー

ジで、生活支援体制整備事業ということ

で、これも８８３万８，０００円が計上

されておりまして、これも平成２９年度

と比べたら増額となっております。これ

は、高齢者の生活支援体制を構築するた

めに、生活支援コーディネーターに協議

体を設置するというふうに書かれてお

りましたけれども、改めて、平成３０年

度の事業内容について、お聞かせくださ

い。 

 ３つ目です。同じく１９０ページ、介

護給付適正化事業ということで、この委

託料が１，３２７万９，０００円計上さ

れております。他の事業を見てみました

ら、事務の委託料が増減しているように、

そういったものが多いように感じまし

たけど、改めてこの分についての理由に

ついて、お聞かせいただきたいと思いま

す。 

 ４番目です。１９２ページ、在宅医

療・介護連携推進事業におきまして、３

５６万１，０００円ということで計上さ

れております。これも同様に、昨年度に

比べましたら増額しております。これに

つきましては、在宅医療・介護連携推進

に関する相談支援の体制整備というこ

とと、多職種連携に係る研修会を充実す
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るということの説明書きがありました

けれども、これについても、改めて平成

３０年度の事業内容について、お伺いし

たいと思います。 

 以上４点です。お願いします。 

○増永和起委員長 吉田部参事。 

○吉田保健福祉部参事 それでは、光好

委員のご質問４点について、お答えさせ

ていただきます。 

 予算概要１８８ページの介護予防・生

活支援サービス事業のうちの介護予

防・生活支援サービス事業負担金の増額

についてと、平成３０年度の事業内容と

いうことですが、介護予防・生活支援サ

ービス事業負担金は、総合事業の要支援

１及び２と、事業対象者の方の訪問型サ

ービスと通所型サービス及び介護予防

ケアマネジメントのうちの総合事業の

みの利用する方の計画費の給付費の内

容でございます。 

 平成２９年４月から摂津市の場合、１

年間かけて介護予防サービスから総合

事業に順次、サービスを移行しましたの

で、平成２９年度に関しましては、その

事業負担金は半額、半年分を計上させて

いただいておりました。平成３０年度か

らは、本格的に総合事業が実施となりま

したので、今回１年分という形で予算計

上をさせていただいておりますので、予

算額を大幅に増加させていただいてお

ります。 

 特に、平成３０年度に関しましては、

平成２９年度から引き続き、多様なサー

ビスとして総合事業の訪問型の現行サ

ービスに引き続き、訪問型サービスＡ、

また通所型の現行型サービスに引き続

き、多様なサービスの通所型サービスＣ

をさせていただく予定にしております。 

 通所型サービスＣに関しましては、現

在、保健センターで週２回させていただ

いておりますが、非常に効果のある短期

集中のリハビリのサービスということ

で、つきましては週３回と考えておる状

況でございます。 

 ２点目といたしまして、介護予防給付

適正化事業に関しましての委託料でご

ざいますが、要介護認定業務委託料の予

算を地域支援事業の中の給付適正化事

業に予算をこのたび組みかえさせてい

ただいております。外部に委託すること

によって、第三者による給付適正化に努

めるということが、今回委託で可能にな

っておりますので、地域支援事業におけ

る給付適正化事業として予算計上をさ

せていただいております。 

 その具体的な中身に関しては、今まで

市でさせていただいていた内容と同等

でございますが、第３者でしていただく

ということで、より確認作業ができると

いうことで、給付適正化事業の対象にな

るということで、予算を分割させていた

だいたております。 

 ３点目といたしまして、生活支援体制

整備事業に関しましては、高齢者を支え

る仕組みとして、介護保険制度の中だけ

はなく、総合事業を初め、市町村独自の

高齢者の生活支援・介護予防サービスの

整備をする事業という考え方でござい

ます。ただ単に総合事業の新たなサービ

スをつくるという目的だけではなく、高

齢者が支え合う地域づくりという考え

方も含めた事業の内容でございます。 

 今回、委託料として計上させていただ

いております内容といたしましては、平

成２７年度の介護保険法の改正で、平成

３０年４月から生活支援コーディネー
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ターを配置するということが決まって

おりますので、市域全域を第１層、日常

生活圏域は摂津市の場合２圏域でござ

いまして、第２層という分け方をしてお

ります。その第１層に関しましては、高

齢介護課の職員等を配置させていただ

く予定でございますが、第２層に関しま

しては、社会福祉協議会の職員を配置さ

せていただく予定にしておりますので、

その委託料ということになっておりま

す。 

 主に、社会福祉協議会の職員は、第２

層の生活支援コーディネーターを担っ

ていただく予定にしておる状況でござ

います。 

 ４つ目といたしまして、在宅医療・介

護連携推進事業の研修内容ということ

でございますが、この在宅医療・介護医

療連携推進事業に関しましては、２０２

５年地域包括ケアシステムを構築する

ために推進していく事業でございまし

て、特に、医療と介護の連携ということ

を非常にうたわれております。今後、高

齢者の方々が増加する中で、どのように

して連携していくのかということをし

っかりと進めていくという事業でござ

いまして、このたび、在宅医療・介護コ

ーディネーターとしての委託料をとら

せていただいて、年１回の研修ですね。

今まで引き続き、三師会等でしていただ

く研修だけはなく、平成３０年４月から

未実施でありました相談事業という内

容の項目もございますので、その部分を

させていただく予定にしております。特

に、遠方の病院等から、在宅に向けて地

域に帰るために在宅医の紹介等をして

いただくというような専門的な相談を

想定しておりますので、医師会に委託さ

せていただいて、在宅医療の介護連携支

援コーディネーターを配置していただ

く予定という事業内容でございます。 

 以上でございます。 

○増永和起委員長 光好委員。 

○光好博幸委員 ありがとうございま

す。ちょっと２番と３番の質問の答弁が

逆になっています。もとに戻させてもら

います。 

 まず、１番目ですね。１８８ページの

介護予防・生活支援サービス事業につい

て、おおむね理解いたしました。内容は、

平成２９年４月からの取り組みという

ことで、少しご説明もいただきましたが、

改めまして、１年かかってこられたとい

うことですので、その利用者の取り組み

状況、あるいは、その中で何か成果が出

ていましたら、事例がありましたら、ご

紹介いただきたいと思います。 

 ２つ目です。生活支援体制整備事業で

すね。これもおおむね理解いたしました

けども、改めまして、今回生活支援コー

ディネーターということが配置される

ということなので、その方々に期待する

役割とか、あるいは、期待する効果みた

いなところがもしお聞かせていただけ

ることがあれば、お願いいたします。 

 ３つ目、１９０ページの介護給付適正

化事業委託ですか。これについては、要

介護認定業務委託料ですかね。内容は変

わらないということだったと理解しま

す。これはありがとうございます。質問

終わらせてもらいたいと思います。 

 ４つ目です。１９４ページ、在宅医

療・介護連携推進事業についても、おお

むね理解しました。 

 この事業を調べましたら、その目的と

しては、医療と介護の両方を必要とする
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高齢者の方々が住みなれた地域で人生

の最後まで暮らせるようにということ

で、先ほどありましたけど、在宅医療と

介護を一体的に提供するため、そういっ

た支援と理解しています。 

 ちょっとわかりにくかった部分もあ

りますので、改めまして、その中で、本

市における位置づけといいますか、役割

といいますか、そのあたりをもう少しお

聞かせいただければと思います。 

 ２回目、以上です。 

○増永和起委員長 吉田部参事。 

○吉田保健福祉部参事 それでは、光好

委員の２回目のご質問について、お答え

させていただきます。 

 総合事業を始めて、１年間の取り組み

とか成果ということでございますが、ま

ずは、基本的には、介護予防のサービス

から総合事業に関してスムーズに市と

して移行できたのではないのかなと思

っております。今、ちょうど今年度に関

しましても、事業所指定を引き続きする、

みなし規定でございましたので、この１

年間でさせていただいておるんですけ

れども、特に利用者の方の混乱なくさせ

ていただいたということが１つあるの

かなと思っております。 

 一方で、多様なサービスにも取り組め

たということが、市としてはよかったの

かなと。特に、保健センターにしていた

だいた通所型サービスＣですね。リハビ

リ専門職の方のサービスということで、

やはり、利用者の方、要支援１、２の方

にリハビリ専門職の方が集中的に行う

ということで、３か月から６か月という

期間ではございますが、利用していただ

いた方が非常に以前よりもお元気にな

られて、場合によっては、つどい場等の

サービス等でご利用できるような状況

にまでなられたというようなお話をお

聞きしておりますので、新たな多様なサ

ービスにいろいろなご意見はございま

すが、しっかりとリハビリをしていくと

か、介護予防に努めていくということに

関しましては、この通所型サービスＣは、

非常にいい取り組みで、私は、いい成果

があったと思っております。 

 そういうこともあって、職員の方も、

はっきりとよくなったということを感

じられるということで、事業所も週２回

から３回にというふうにふやさせてい

ただいたのではないのかなと考えてお

ります。 

 ２点目の生活支援コーディネーター

に関する期待する役割等ということで

ございますが、第２層に関しまして、日

常生活圏域が安威川以南、以北というこ

とで、コーディネーターを配置させてい

ただく予定にしております。やはり、特

に視点といたしましては、地域で高齢者

の方々が個々に集まっていただく、サロ

ン、リハサロン等は校区等福祉委員会等

でしていただいて、市のほうもしっかり

把握はさせていただいておるんですけ

れども、それ以外に自治会や老人クラブ、

地域のいろんな団体等が独自で高齢者

の方々に集まっていただくような場所

づくりをしていただいているんですけ

れども、なかなか市として、十分状況を

把握できていない部分もございます。そ

ういうところを市としてしっかり把握

することを、まず平成３０年度に関しま

してはさせていただきたいなと。その中

身によって、市として支援できるところ

はあるのではないのかなと考えており

ます。 
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 支援をするような団体等がございま

したら、市としては、この介護保険の事

業でリハビリ専門職を派遣するような

サービスというのがございますので、そ

ういう方を派遣して、今、例えば月１回

しているけども、本当はリハビリ専門職

の方とか来てくれるんやったら、もう一

遍やってみようかなとか、もう一回ぐら

いやってみようかなとか、そういうふう

なお話までできたら、非常に高齢者の

方々が身近で通える場所がふえていく

のかなと思っておりますので、すぐにど

うこうということではないのかもしれ

ないですけれども、しっかりと地域に根

差した取り組みをすることで、身近なと

ころで、高齢者の方々が通える場所をつ

くっていける。それが、結果的には総合

事業のサービスにつながっていくので

はないのかと考えております。 

 第１層の役割としましては、そういう

第２層の方々が活動して、そういう情報

を素早く市に伝えていけると、それを政

策立案を通して、総合事業の多様なサー

ビスをつくっていけるという形にして

いける仕組みを考えております。 

 ３点目として、在宅医療・介護連携に

関しましてですが、平成２７年度の介護

保険法の改正の中で、在宅医療と介護の

連携についての８つの項目というのを

実施するようにということでうたわれ

ておりまして、平成３０年４月から、必

ずこの８つの項目についてはやってい

きなさいよというふうに言われており

ます。その中で、在宅医療・介護連携に

関する相談支援という項目に関して、市

としてまだできていない内容でござい

ましたので、今回、医師会に委託させて

いただいて、在宅医療の介護連携コーデ

ィネーターの方を配置させていただく

予定にしております。 

 実際に、ドクターとケアマネジャーの

間の中で、今も当然連携をしておるんで

すけれども、なかなか専門的な用語です

ね。特に、ドクターのおっしゃる。それ

が十分うまく伝わっていかないという

ことで、いろいろとギャップはあるとい

うのは、私も含めて、職員が感じている

ところで、そういうお話も聞いたりもす

る機会もございます。そういう意味では、

やはり、医療と介護の連携をしっかりと

つなげる方が必要ではないかという仕

組みでございますので、今後医療、特に

入院されている方が地域に帰ってくる

ということを考えますと、医療、医師会

等や他職種の方の協力というのは必ず

必要でございます。その橋渡しという役

割をされる方ということで、今回、医師

会に委託させていただく予定にしてお

ります。 

 一応、今聞いているのは、訪問看護の

専門職の方がしていただくというよう

な内容を聞いておる状況でございます。 

○増永和起委員長 光好委員。 

○光好博幸委員 ありがとうございま

す。３回目ですが、要望とさせてもらい

ます。 

 １つ目の介護予防・生活支援サービス

の状況、成果については理解いたしまし

た。スムーズに移行できたというか、あ

るいは、多様なサービスに取り組まれた

ようで、通所型サービスＣですかね。元

気になられた方がおられるということ

で、非常にうれしく感じております。狙

いどおり、大変よくなっているのではな

いかと受けとめました。 

 今いろいろなところを聞かせていた
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だきましたけれども、平成２９年度改め

てその取り組みを棚卸し評価すること

によって、また平成３０年度の取り組み

に反映していただければなというふう

に思います。 

 また加えて、こういったいろいろな多

様なサービス、利用者の方々によく理解

していただく、あるいは必要な方々につ

いてのサービスが受けられるように、今

後も丁寧に対応いただければと考えて

おります。 

 ２つ目、生活支援体制整備事業におけ

る生活支援コーディネーターの役割で

す。理解いたしました。いろいろご説明

いただきましたけれども、コーディネー

ターを配置することによって市民の方

の意見を聞く機会がふえるということ

も期待できますし、また地域の課題です。

いろいろな情報をコーディネーターに

集約することによって、いわゆる住民主

体の地域づくり、あるいはご説明いただ

いたようないろいろな多様なサービス

に反映できるかと期待しております。ぜ

ひ、積極的に取り組んでいただきますよ

うに要望としたいと思います。 

 最後です。在宅医療・介護連携推進事

業について、本市の役割ということで８

項目ある中で、相談支援ができてなかっ

たというところに力を入れるというこ

とで理解いたしました。ぜひ、橋渡し役

を担っていただきたいと思います。 

 先ほども申し上げましたけれども、や

はり高齢者の方々に住みなれた地域で

安心して暮らせるように、ぜひ積極的に

取り組んでいただきたいなと考えてお

ります。 

 以上で質問を終わりにします。 

○増永和起委員長 弘委員。 

○弘豊委員 では、私のほうから質問を

幾つかさせていただきたいと思います。 

 この介護保険事業にかかわっては、こ

れまでからも制度は総合事業に移行し

ていくというふうな介護予防の取り組

みなどについても、サービスの中身は維

持して人を増やさずにやっていくとい

うふうなご努力されていること、また今

回、新年度の主要事業で市長もおっしゃ

られた認知症対策の初期集中支援チー

ムとか、こういったことにも取り組んで

いくということでは、やっぱりそういっ

た前向きな取り組み、私らも十分評価し

ているところですけれども、気になる点

に絞ってきょうは質問してみたいとい

うふうに思っております。 

 予算書のページで、まず１４ページ。

今回、款５府支出金の項目のところで大

阪府地域医療介護総合確保基金事業補

助金というようなことで、前年度は組ま

れていた部分、今年度については予算も

ゼロとなっているのですけれども、施設

整備にかかわって従来計画しているけ

れどもなかなか整備しにくいというよ

うなことなのですが、今年度については、

もう難しいのかな、無理なのかなという

判断でこういう予算組みになっている

のか、その点確認でお聞きしたいと思い

ます。 

 次に、予算書１８ページ、歳出のとこ

ろです。款１総務費、項１総務管理費、

目１一般管理費の中のこれ、介護保険シ

ステム改修委託料というのが７３４万

４，０００円とついておりますが、この

中身についてお聞かせください。 

 三点目ですけれども、これは歳出の２

０ページ、２２ページあたりのところで、

大きくひっくるめてなのですけれども、



－17－ 

款２保険給付費です。介護サービス等諸

費、また項２介護予防サービス等諸費と

いうようなことで、今回介護報酬の改定

というふうなことでその影響もあって、

いろいろこの予算組みの中では、それを

反映していっていただいているのかと

思いますが、そこらあたりでそれぞれの

サービス、特徴的な変化というのがあれ

ばお聞きしておきたいと思います。 

 介護予防サービスの中の介護予防居

宅サービス給付費で大きく前年度から

減っているのは、そういった光好委員の

質問の中でもあった、総合事業のほうで

したね、そういったところに移っている

というようなことは理解ができますが、

そこの目５の介護予防サービス計画給

付費、これも前年と比べると半減という

ようなことなのですが、これも合わせて

連動するのかな、どうなのかなというと

ころ、ちょっと私の理解不足かもしれま

せんが、この点を聞いておきたいと思い

ます。 

 それと、今回条例もあわせて質問させ

ていただくということで、議案第２９号

の介護保険条例、これは介護保険の保険

料率改定というようなことで今回挙が

っております。 

 昨年末でしたか、ことしに入ってから

でしたか、説明はその際には受けている

わけですけれども、改めてこの今回の保

険条例について、説明を受けた時点では

大体大阪府内でも低いほうですよとい

うことだったかと思うのですけれども、

ただ、この保険料についてやっぱり値上

げせずに何とか、今回国保料でも年金暮

らしの方とか低所得の方で大きく値上

げするという、大きくというか多くの方

が値上げするみたいなこともある中で

すし、やっぱり生活が苦しい中で年金天

引きでこれは引かれてしまうというこ

とですから、ここのところちょっとご努

力ができなかったのか、その大阪全体の

状況と本市の取り組みについて、もう一

度重ねてになりますけれども聞いてお

きたいと思います。 

○増永和起委員長 吉田部参事。 

○吉田保健福祉部参事 それでは、弘委

員の介護保険におけます４つのご質問

についてお答えさせていただきます。 

 今年度、施設整備確保基金の予算をと

っていないという理由に関しましては、

３年ごとの計画でございまして、その中

で施設整備を進めていくという考え方

が前提としてございます。 

 実際、例えば施設整備するに当たりま

しては、その事業の前年度に一般的には

公募等をさせていただいて事業の内容

の募集させていただくというのが一般

的な事業の進め方でございまして、今回

第７期せっつ高齢者かがやきプランの

計画では、事業に関しましては施設整備

を引き続き、第６期と同様の施設整備を

計画しておるのですけれども、平成２９

年度中に公募をするということになっ

てくると、なかなか計画が決まっていな

い段階で事業整備をしていくというこ

とになってくるという状況もございま

すので、この平成３０年度に関しまして

は、この整備事業の基金は予算を計上さ

せていただいておりません。 

 ただ、計画では平成３１年度施設整備

を予定をしておりますので、平成３０年

度中に公募等をさせていただいて、平成

３１年度に向けて事業が計画できるよ

うに進めていけたらと考えておる状況

でございます。 
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 ２点目の今回のシステム改修に関し

てでございますが、平成３０年度の事業

の内容といたしましては、制度改正に伴

う分だけではなくて、事業所指定、居宅

介護支援事業所の指定の機能を追加さ

せていただいている部分と、あとは介護

保険で、いろいろなサービスのチェック

する、そういうシステムを使わせていた

だいておるのですけれども、そのシステ

ムの改修の制度改正に伴う費用を挙げ

させていただく部分と、定例のメンテナ

ンス費用等を今回、予算計上としては挙

げさせていただいている状況でござい

ます。 

 次に、この平成３０年度の保険料改定

の特徴ということでございますが、特に

今回、居宅介護予防のプランが減ってお

るということでございますが、介護保険

の介護予防に関しましては、総合事業の

みを例えば使った分、例えばヘルパーと

総合事業のサービスを使うケアプラン

に関しましては、そのケアプランは総合

事業で請求するという仕組みになって

おりますが、例えばベッドのレンタル等

を仮に使うと、これは総合事業のサービ

スではございませんので、そのサービス

が入るヘルパーサービスのプランは、介

護予防で請求するという仕組みになっ

ております。 

 それで、今回総合事業のみのサービス

を使っている方が大体３割から４割ぐ

らいおられるということで、３割から４

割分のケアプランのサービスを総合事

業に入れさせていただいて、その残りの

部分に関しましては、依然介護予防に残

っておるという状況でございますので、

一部介護予防が減っておるということ

で、特に何かサービスとして変わってい

るというわけではございません。 

 平成３０年度の特徴といたしまして

は、大きく制度としては変わっていると

いうところは少ないのですけれども、医

療介護院等の制度は新たにはできまし

たが、この６年間の間に転換するという

ような内容でございまして、特に市内で

医療介護院の対象になる施設は４床程

度ということで、特に今年度変わるとい

うようなお話も聞いておりません。また、

自立支援とかリハビリ関係の加算等は、

制度としてはあるようですので、それを

とられる事業所が出てくるかなとは聞

いておりますが、特に今回介護給付費全

体としてはプラス改定と言って０．５

４％です。プラス改定ということになっ

ておりますので、事業所のお話をお聞き

すると、とりあえずよかったなというよ

うな状況を聞いてございます。 

 次に、今回保険料に関してですけれど

も、府下の状況で言いますと、今のとこ

ろ摂津市のこのたびも少しお話させて

いただいたように、府下でしたら１０番

目という保険料で、前回から比べると２

つぐらい上がっているというか、安くな

っているというふうに考えております。

この上げ幅に関しましても、６％です。

３３０円ということでございますので、

後期高齢の方が、その伸び率というのが

大体今８％ぐらいある状況から考える

と、一定上げざるを得ないですけれども、

その範囲内ということで、ある程度介護

予防もしっかりと進めている中ででき

るのではないのかなという内容で、今回

こういう保険料の内容にさせていただ

きました。 

 ご質問にあるように、保険料を上げる

ことに関しまして、どうなのかというお
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話ではございますが、これから後期高齢

の方の対象者の方が非常にふえていく

中で、給付費というのは伸びていくと予

想されます。給付費に沿って保険料を決

めていく仕組みということになってお

りますので、今回こういう形で改正させ

ていただいた状況でございます。 

 以上です。 

○増永和起委員長 弘委員。 

○弘豊委員 そしたら、続けて質問させ

ていただきたいのですが、一番目の府支

出金による施設整備の考えについては、

今年度については補助金を得て何かし

ら立てるというスケジュールには至ら

ないと。平成３０年度に募集をかけて平

成３１年度か平成３２年度ぐらいには

形にできるようにというところで取り

組んでいかれるということであります

から、その点は今の摂津市内のサービス

の需要供給、そういった関係の中でやっ

ぱり必要なものについては整備してい

くというようなことで、きちんとその考

えで取り組んでいっていただくことが

大事なのかなということ。これは確認の

意味で聞かせてもらいました。 

 次に、介護保険システム改修委託料の

ところで、いろいろとこの中身について

はありますよということでした。制度改

正もやはりその中でありますが、以前は

１割負担から介護サービスの自己負担

が２割負担にということになりました

が、これが８月から一定所得ある方は３

割負担になる方がいらっしゃるという

ことで、ここの点でもまたシステムは一

定いじらないといかないのかなと思う

のですが、ここあたりは今の時点でどう

いうふうにお考えかを聞いておきたい

と思います。 

 本人の自己負担が２割から３割にふ

えるわけですから、保険からの給付は８

割から７割というようなことで、ここは

いけるというようなこと。人数としては、

そんなにたくさんはいらっしゃらない

のかな思うのですけれども、そこの点に

ついて確認で聞いておきたいと思いま

す。 

 それと保険給付費にかかわってなの

ですけれども、私はこの予算書を見て、

ちょっと不思議に思ったのが、予算書の

８ページのところで、歳入歳出予算事項

別明細書の歳出のところで、１、２、３、

４、５とそれぞれ款が振ってある中の款

２保険給付費が、前年度の比較で２，６

０３万３，０００円減額ということで、

給付費の全体はこうやって減っている

というようなことで記載されています。 

 それが款３の地域支援事業費のほう

に総合事業の関係で移っている部分に

ついては、２２ページの介護予防居宅サ

ービス給付費１億５，８５９万円という

のが、そこの影響が大きいのだろうなと

いうことなのですけれども、そこであっ

てもその保険給付ってずっと自然増み

たいな形で、年々ふえていくと思ってい

た中で、こんなものなのかというふうな

ことを改めてここで思ったのです。 

 そうであるのだったら、本当に今年度

のその保険料、３年かけてというような

ことでありますから、ことし１年だけ見

てというようなことにならないかもし

れないですけれども、保険料を上げない

努力というようなことが、ここを見てで

きるのではないのかなということを感

じたのですが、そこらあたりもう一度お

考えいただきたいと思っています。 

 それから、介護サービス全体の給付の
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関係で言いましたら、今回の介護報酬の

関係というのは、ある意味地域密着型サ

ービスのところでは一定プラス改定に

なって、それ以外のところはほぼマイナ

ス改定だったのかなというふうに思い

ます。それというのは、ある意味その介

護事業所にとってはかなりしんどい状

況になっていくのではないのかなと思

っているのです。 

 そこのあたりで、前回決算審査で議論

をしている際に、例えば地域密着型の通

所介護が事業をなかなか継続できなく

て閉められるみたいなことがありまし

たが、今後の傾向からしたら、今やられ

ている事業所が地域密着型に移行して

いくような、なかなか事業が苦しいから

そういうところに行く。でも、行ったけ

れども続けられないというふうな、そう

いう傾向になっていったりしないのか

ということです。担当課として、どのよ

うに見ておられるのか聞いておきたい

と思います。 

 ２回目の質問以上でお願いしたいと

思います。 

○増永和起委員長 吉田部参事。 

○吉田保健福祉部参事 それでは、弘委

員のご質問についてお答えさせていた

だきたいと思います。 

 今年８月の３割の部分ということが

私たちも気には当然なっておりまして、

今の所得状況ですので場合によっては

７月の所得判定のときに変わる可能性

はございますが、現在２割の方というの

は大体１１．５％、全体としまして３５

０人ぐらいおられるのですけれども、そ

のうちの大体半分強ぐらいの方です。全

体としては５．７％ぐらいの方１９３名

ぐらいの方が３割になるのではないの

かなと考えております。その方々に関し

ましては、少し負担がふえるという状況

が、平成２９年度中の所得ですので、場

合によっては変わる方もおられるとは

思いますが、変わってくると一応考えて

おる状況でございます。 

 次のご質問で保険給付費のところで、

今回保険給付費が減っている部分があ

るのではないのかということでござい

ますが、地域支援事業に移行させていた

だいた部分が結果として影響が出てい

る部分と、今回保険料の改定の給付費と

いうのは改めてこれは３年間の納付の

実績も含めて修正させていただいて、３

年間の中で平成３０年度、平成３１年度、

平成３２年度の給付費の伸びを想定さ

せていただいて、保険料を算定させてい

ただくということになっておりますの

で、この平成３０年度の給付費が保険料

の平均よりは一般的には少なくなると

いうふうになっております。大体平成３

１年度でトントンというか、真ん中ぐら

いの保険料で、平成３２年度が保険料よ

りは給付費のほうが多いというような

３年間ならしてという考え方でござい

ますので、その平成２９年度、平成３０

年度の計画の差を修正させていただい

た部分もございますので、今回こういう

形になっておるのではないのかなと思

っております。 

 ３年間の伸びを先ほどもお話させて

いただいたように、後期高齢者の方の伸

び率は大体８％が引き続きずっと続く

状況でございますので、そこの給付費と

の関係を一定考慮させていただいて、給

付費は大体７％弱ぐらいは伸びるので

はないのかなと思っておりますので、今

回こういう形で減額を算定させていた
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だいたと考えておりますので、なかなか

保険料を上げないでということは難し

いのではないかと思っております。 

 事業所の方に関しまして、地域密着型

事業所は、規模が小規模の事業所でござ

いますので、比較的特徴のある事業所で

す。 

 今回の平成３０年度改正では、長時間

の通所のサービスに関しましては、ちょ

っと時間のほうの区切りを短くする区

切りをつくらせていただいたりとかい

うような改正を国はしておりますので、

比較的長時間ではなく短時間で、例えば

リハビリを専門的にされているところ

の地域密着型の事業所に関しましては、

非常に利用者の方がたくさんおられて、

二交代で短い時間で午前、午後というよ

うな形で非常に工夫されてというよう

な事業所です。今までの通所の事業所、

午前中に行ってお風呂に入って食事し

て、夕方帰るという預かり的な事業所と

同じ形でしたらなかなか規模が小さい

ところは難しいとは思うのですけれど

も、特徴ある形をとられることで地域密

着型の事業所としてされているという

ことがございますので、給付費のことか

ら考えますと、どういう形の規模の事業

所でどういう中身のサービスをしてい

くのかということが、この事業所の継続

性というのを決定するのではないのか

なと。そこは、事業所の方はしっかりと

見ながらされておる状況ではございま

す。 

 以上です。 

○増永和起委員長 弘委員。 

○弘豊委員 今回、国の制度の改正とい

うのが、去年の前半通常国会の中でいろ

いろ議論もされて、そこで決定されたも

のということが地域包括ケアシステム

の強化のための介護保険法等一部改正

ということで言われていますよね。その

中で、私どもも全て賛成ということでは

なくて、やっぱり問題があるのではない

かというところについては、意見を述べ

て反対ということを今回の場でもやっ

ていたというふうに、私も勉強させても

らったのですけれども、そんな中でもや

っぱり自治体としてやはりやらないと

いけないこと、やってほしいことという

ようなことの中で、幾つか今回は言った

つもりなのです。 

 保険者機能の強化等ということで、そ

の中では今回の見直しでは高評価とい

うようなことがありますが、ただ事業所

に対してインセンティブの議論みたい

なことで、財政的にいろいろと国のデー

タの中でああだこうだというふうなこ

との中で、事業がなかなか成り立たなく

なってくるようなことは絶対に避けな

いといけないというふうに思っていま

すし、市民にとってきちんとそのサービ

スも確保しながら、ただこれまでの保険

料にしろ利用料にしろ、そこのところが

ネックでというような方もいらっしゃ

る、そういう声も聞いているところであ

りますから、そこらあたり、この第７期

の計画の中で国の制度がこうだから、今

都道府県でこういうふうな調整交付金

等々いろいろあるのかなというふうに

思うのですけれども、そこにとらわれず、

やっぱり市民の暮らしの実態とか、ある

いはそういったところに身を寄せて、今

回の事業に取り組んでいっていただく

ことが大事だと思っております。 

 そういった点では、保険料、今回の条

例では値上げということが出てきてい
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ますけれども、なかなか料率がこれです

よと決められたら、もうそれしかないみ

たいなこと、減免制度とかそういうこと

もずっと前から言っているけれども、そ

このところがなかなかできてこないな

とも思っているので、これはやっぱり改

めて考えていっていただきたいなとい

うふうに思います。 

 私からは以上です。 

○増永和起委員長 ほかにありません

か。 

 南野委員。 

○南野直司委員 そしたら２点だけお

聞かせいただきたいと思います。 

 まず、予算概要では１９０ページにな

ります。先ほどから議論ができておりま

すけれども、生活支援体制整備事業、８

８３万８，０００円についてでございま

す。生活支援コーディネーターを配置し

ていくということであります。先ほどか

らご質問、そして課長のご答弁を聞いて

おりまして、この取り組みというのは地

域の方とやっぱり連携体制というのが

すごく大事なのではないかなというふ

うに、改めてちょっと思ったわけであり

ます。 

 例えば、民生委員であったり自治会、

老人クラブであったり、ご家族の方等々

というのもあるかもわからないですけ

れども、あとは庁内です。関係機関の方

等々において、生活支援コーディネータ

ーとの連携体制についてお聞かせいた

だきたいと思います。 

 それから、これも先ほどからありまし

た新規事業ということです。認知症総合

支援事業、６６６万円につきましてです。

認知症の初期段階での相談支援、認知症

初期集中支援チームを配置。そして、地

域における支援体制の構築等を行う、認

知症地域支援推進員を配置していきま

すということでありました。 

 済みません。先ほどからご答弁でちょ

っとかぶるかもわからないです。改めて、

この認知症の支援ということでありま

すけれども、どのような体制でどのよう

な業務をしていかれるのか、ちょっと具

体的に改めてお聞きしたいと思います。 

 以上です。 

○増永和起委員長 吉田部参事。 

○吉田保健福祉部参事 それでは、南野

委員のご質問についてお答えさせてい

ただきます。 

 生活支援体制事業の中のコーディネ

ーターということで、どういう連携をし

ていくのかということでございますが、

まずは、このコーディネーターを地域で

もともとネットワークをお持ちの社会

福祉協議会に委託したというのは、私た

ちとしては、民生委員の方とか校区等福

祉委員会の方とのつながりは非常に社

会福祉協議会はしっかりと強くお持ち

でございますので、そういうところにま

ず委託させていただいたということが、

連携が期待できるのではないのかなと

思っております。 

 委員がおっしゃるように、この事業に

関しましては、地域との連携がない限り

実際進まないという事業でございます。

ただ、その委託した社会福祉協議会の中

で、まずは校区等福祉委員会等、実際高

齢者の方々がおられるようなサロン等

が、サロンやリハサロンをつくっておら

れる校区等福祉委員会というのは、今お

っしゃったような自治会の方や民生委

員の方、老人クラブの方など地域のいろ

いろな団体の方が集まってつくられて
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おるというような状況でございますの

で、そういうところからまずしっかりと

連携していくことで、こういう地域での

ネットワークをつくっていけるのでは

ないのかなと考えておる状況でござい

ます。 

 ２点目といたしまして、認知症総合支

援事業に関しまして、改めて以前ご説明

させていただいたところと重複する場

合もございますけれども、認知症総合支

援事業に関しまして、大きく２つ事業が

ございまして、認知症初期集中支援推進

事業という事業と認知症地域支援推進

員の配置ということでございます。 

 認知症初期集中支援事業に関しまし

ては、主に認知症の初期の方ですけれど

も、医療につながってないという意味で

の初期も含まれております。そういう方

に関しまして、６か月間集中的に個別的

な支援、ケースをカンファレンスして支

援することで、事業として進めさせてい

ただくと。 

 具体的には初期支援チームとしてお

られますドクターの方です。専門の研修

を受けられたドクターの方と医療職、摂

津市の場合は保健師を想定しておりま

す。非常勤でございますが、社会福祉士

を内容としては福祉職の方を配置とい

うことで、この３名で認知症支援チーム

という考え方になっております。 

 特に、ドクターがおられるということ

で、認知症の方の今までの課題といたし

ましては、なかなかどういうふうな症状

で状態かということが周りの方はうっ

すらは気がついていてもはっきりしな

いということで、受診におくれたりとか

サービスにつながるのがおくれている

というのが現状ございます。そういう

方々に関して、早目にこの医療職とか福

祉職、保健師なり社会福祉士が訪問して、

状況を把握することで、そういう状況で

したら多分こういう病名の方ではない

かなとか、そういう内容でしたら方向づ

け、アプローチができるのではないのか

なということで、しっかりとケースを対

象として会議を行いまして、方向づけす

るということが専門職のドクターの方

がおられる特徴ではないのかなと思っ

ております。 

 そういうふうに方向づけして、その方

向づけした内容によって支援すること

で、できるだけ早く医療機関なり、サー

ビスにつなげていけることが初期集中

支援チームに期待される内容ではない

かと思っております。 

 また一方で、認知症地域支援推進員に

関しましては、これは市に配置を予定し

ておるのですけれども、認知症の方がで

きるだけ住みなれたまちで暮らせるよ

うに、これも地域づくりというところが

１つの視点になっております。 

 平成３０年度に関しましては、やはり

認知症に関しましての啓発、適切な認知

症の知識の啓発ということが非常に大

きな内容になっておりますので、認知症

に関する認知症ケアパスというのをつ

くらせていただいて、認知症の初期から

どういう段階でどこに相談していいの

か、どういう支援があるのかということ

を書いて、簡単にわかるような冊子をつ

くらせていただいて、それを全戸配布す

ることで適切な、認知症になっても在宅

で生活ができますよということを少し

でもわかっていただくということを１

つの目的として、平成３０年度考えてお

ります。 
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 こういう形で、認知症になっても生活

できるようなまちづくりという視点で

させていただくのが認知症の地域支援

推進員業務の中心的内容でございます。 

○増永和起委員長 南野委員。 

○南野直司委員 ご答弁いただきまし

てありがとうございます。１点目の生活

支援コーディネーターの取り組みにつ

きましては、大いに期待をしております

ので、そういった取り組みを通して社会

福祉協議会と連携、また生活支援コーデ

ィネーターと連携していただいて、新た

な例えば施策の充実、制度設計に役立て

ていただきますようお願いいたしまし

て、これは要望としておきます。 

 それから、認知症総合支援事業であり

ますが、詳しくご説明いただきました。 

僕も何名か認知症になられた方のサポ

ートをさせていただきまして、やっぱり

そんな中で地域の皆さんのご理解、そし

てご協力というものがすごく大事なこ

とだなと。もう１つは、何よりもご家族

の方がいらっしゃったらご家族の方の

ご協力というのはすごく大事なことだ

なと本当につくづく思いました。今後こ

のような取り組み、こういうふうに拡充

していただきましたので、大事なところ

かなと思っておりますので、どうかよろ

しくお願いいたします。 

 以上です。これは要望としておきます。 

○増永和起委員長 ほかにありません

か。 

 森西委員。 

○森西正委員 それでは、予算概要の１

８６ページに、地域密着型介護サービス

給付事業と施設介護サービス給付事業

というところで、先ほどからもあります

特養の待機者が摂津の方でおられると。

それを解消するために小規模特養を開

設しているということで、なかなか安威

川以北に開設していただくところを希

望しているけれども、それがなかなかな

いから安威川以北だけでなく、市域全体

を見て開いていくという方向性で進め

られていくということになっておりま

すけれども、先ほどからも話がありまし

たが、決算審査等でもずっとそれ以前か

らでも質問させていただいてますけれ

ども、現実的に今の状況の中でそういう

ふうな手を挙げていただけそうなとこ

ろというのが目途があるのか、お聞かせ

をいただきたいと思います。 

 それと、特養の待機が今何名おられて、

以前にもお聞かせいただいたのが、摂津

市だけでなく三島地域でもって特養の

施設の待機を見るんだ、カウントするん

だというお答えがあったと思うんです

けれども、その辺改めて、特養の待機者

が、入所したいという方がおられて、特

養が開設できないとか、つくれないとい

うか、大規模施設がつくれないというと

ころをどのように考えておられて、現実

はどうなのかというところをお聞かせ

いただきたいと思います。 

 結局、施設介護ではなくて国のほうの

在宅介護のほうに進めていこうという

ところで、今回でもさまざまな在宅のサ

ービスの事業をつくられていると思う

んですけども、その点の考えも含めてお

聞かせいただきたいと思います。 

○増永和起委員長 吉田部参事。 

○吉田保健福祉部参事 それでは、森西

委員のご質問についてお答えさせてい

ただきます。 

 実際、小規模特養に関しての施設整備

に関しまして、現実的にやっていただく
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法人が、あるのか、そういうお話がある

のかということでございますが、現時点

ではそういう小規模特養を市内でして

いきたいというような法人のご相談と

いうのは直接はございません。 

 ただ、以前からもなかなかこの小規模

特養に関しましては、事業的に摂津市内

だけの方が対象ということで難しい部

分もあるとは思うんですけれども、やっ

ていただける法人等がないのかという

ことは事業所連絡会等も含めて話して

いけたらと考えております。 

 特別養護老人ホーム、今待機者の方が

何名かというのはちょっと手元に資料

がございませんので、傾向としては、以

前よりは待機者は年々、少しずつ減って

きている。府下全体としては減ってきて

いる状況です。 

 摂津市と各施設に関しましても減っ

てきておる状況ではございます。ただ、

北摂はまだ比較的、大阪府下の以南に比

べると、待機者はおられるというふうな

ことは聞いておる状況でございます。 

 在宅への流れということではござい

ますので、大規模の特養に関しましては、

指定に関しまして大規模な特養は市で

はございませんので、その指定がどうい

うふうになっておるのかというのは何

とも言えないですけれども、考え方とし

ましては、小規模の地域に密着した３０

人にならない、２９人以下の施設に関し

ましては、市町村もやっぱり整備してい

って、身近な地域でやっていく考え方で

す。 

 もちろん事業採算のところもござい

ますが、施設自体を高齢者の方に関しま

しては全面的に否定しておるというわ

けではないのではないのかなと。ただ、

実際、小規模特養に関しましては、なか

なか運営に関しては難しいようなお話

もお聞きはしておるんですけれども、施

設を指定しているという内容ではない

と考えております。 

 ただ、在宅で身近なところでという考

え方として、小規模特養を地域密着型で

認めておるのではないのかなと考えて

おるので、市としても、過去の経過で未

整備の部分はございますが、進めていく

ということで今回も計画には上げさせ

ていただいている状況でございます。 

 以上です。 

○増永和起委員長 森西委員。 

○森西正委員 小規模のほうは市のほ

うでということで、大規模のほうは府の

ほうですけども、現実的に例えば社会福

祉法人が大規模の例えば特養を摂津市

の中でつくりたいというところがある

場合、それは今現実的には可能なことな

んでしょうかね。基本的に、だから在宅

のほうに進められるというところで、そ

ういうふうな大規模特養の建設自身が

この地域の中では、例えば摂津市の中で

は不可能であるということなのか、その

点教えていただきたいと思います。 

 小規模特養の部分が、これ以前からず

っと長い間、市としてはつくっていただ

きたいということで方針としてあるわ

けですけど、でも手を挙げられるところ

というか、実際に開設まで至っていませ

んので、摂津市の中でこの長い間に、や

っていただける方ということで、実際、

開設がない状態で、これから先もそした

ら開設してくださいという、安威川以北

を限定としたところからそうではない

ということであれば、安威川以南という

ところで出てくるかもわかりませんけ
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れども、なかなかそしたら今までの期間

で開設をというところがないところで、

そしたら変わったところが安威川以北

の限定で、希望は安威川以北ですけども、

安威川以北だけではないというところ

だけが変わるというところですから、そ

こで手を挙げていただけるところ、開設

をいただけるところというのが現実的

にあるのかどうかです。 

 なければ、それは市民が困るわけです

から、その点は市として、またもう少し

違う考えでもってやっぱり考えていか

なあかんのかなとは思うんですけどね。 

 例えば安威川以北でいうと、やっぱり

設置をする場合に用地の問題ね、小規模

ですから、そしたら既に社会福祉法人が

持ってるところの用地でもって、そこで

整備をする場合でしたら、その土地代と

いう部分が必要でないですよね。でも、

新たに小規模特養を用地がないところ

で、新たな用地を購入してというふうな

ことを考えると、やっぱりそれはなかな

か採算的に難しいということで手を挙

げるところがないというところですよ

ね。 

 そう考えたら、例えば市の持ってる用

地をそこに建ててくださいというふう

な形をとったり、そういうようなことも

１つかなと思うんですけれども、そうい

うふうな考えというのがあるのかない

のか、その点をお聞かせいただきたいと

思います。 

○増永和起委員長 吉田部参事。 

○吉田保健福祉部参事 森西委員のご

質問についてお答えさせていただきた

いと思います。 

 まずは、今、安威川以北ということで

はございますが、安威川以南にも広げて

市域全体で建てていただくということ

をお願いしていきたいと考えておりま

す。安威川以南のほうが実際、特別養護

老人ホームの数は全然違いますので、ま

たサービス付き高齢者向け住宅の数と

かも違いますので、比較的、安威川以南

のほうが建てやすいのではないのかな

と、今ご指摘があって、多分土地の問題

がとは思っておるんですけれども、まず

は、安威川以南も含めた中で考えていか

していただきたいと考えております。 

 そういう今の状況でございますので、

市の土地をということで、その中で建て

ていただくというのは今のところ考え

ておる状況ではございません。 

○増永和起委員長 森西委員。 

○森西正委員 安威川以南のほうに広

げられて、ここでも手を挙げられるとこ

ろがなかったというのは、それは市の土

地をというふうな部分も考えて、例えば

安威川以北で市の土地をというふうな

部分も考えていかなあかんというよう

に思うんですよ。これは要望とさせてい

ただきますけれども、ただ、時間がかか

って小規模が設置されるときまでに、今

から何年もかけてというふうなことで

あると、実際に今必要な方がお困りにな

るわけですね。 

 そして、今度、設置をしたときには反

対にニーズが今度は少なくなってくる

時期にかかってくるかもわかりません

ので、今、これから実際に需要、ニーズ

というのが本当に必要なときでありま

すから、その点は考えていただいて、市

民が困らないようにぜひともお願いし

たいというふうに思います。 

○増永和起委員長 ほかにありません

か。 
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 村上委員。 

○村上英明委員 それでは、私のほうか

らは予算書についてということで２点

ばかりお尋ねをさせていただきたいと

いうふうに思います。 

 ２９ページでございますけども、項３

包括的支援事業、目２任意地域支援事業

費、節１３の委託料という中にありまし

て、高齢者虐待対応専門職チーム委託料

というので計上されておりますけども、

これがどういう委託料の中身なのか、ま

た、どういう方に委託という形で今され

ているのかということですね。この辺、

平成３０年度の予算についてお尋ねを

したいなというふうに思います。 

 もう１点は、３７ページのところで職

員数の異動状況というところで、職員が

２名増になっているんですかね。短時間

勤務職員の方が１名減という、平成２９

年度からすれば、ということになってい

るんだと思いますが、その辺の業務的な

ものがどういう形でどういう内容でと

いうか、この辺の人数の増を考えておら

れてこの数字にされているのかという

ことでお尋ねしたいなと思います。 

 以上です。 

○増永和起委員長 吉田部参事。 

○吉田保健福祉部参事 村上委員のご

質問についてお答えさせていただきた

いと思います。 

 最初の２９ページの高齢者虐待対応

専門職チームに関しましては、弁護士の

方１名、社会福祉士の方１名ということ

で、大阪府のほうでの事業、高齢者の方

の対応が困難な専門的な事案に対して

相談できる制度がございます。 

 派遣していただく場合に、委託料とし

て計上させていただいていると。対応は、

先ほどもお話しさせていただいたよう

に、虐待対応、法的な対応とかをする場

合も特に家族との関係がございますの

で、弁護士の方、やはり市町村で対応で

きないような処遇困難な方、専門的な内

容ということで社会福祉士の方という

ことで、予算として計上はさせていただ

いております。 

 近年はそこまでの方というのはおら

れないので、特に予算としては執行して

おりませんが、こういうのは万が一どう

いう方がおられるかということはなか

なかわからないこともございますので、

予算として計上させていただいておる

状況でございます。 

 ２点目の職員配置の件でございます

が、今回、再任用の方が在職５年となり、

６５歳ということでお一人退職という

ことで１名減ということになっており

ます。２名に関しましては、今回、新た

な事業を特別会計のほうでさせていた

だく対象の事業かと思いますので、ふえ

ているのではないのかなと考えておる

状況ではございます。 

 最終的には所管課で決められる内容

ではございませんので、人数的にはそう

いうふうになっておることを上げさせ

ていただいた状況でございます。 

○増永和起委員長 村上委員。 

○村上英明委員 高齢者虐待の件につ

きましては、ないことにこしたことはな

いと思うんですけども、全国的には新聞

にも載っているような関係等ともござ

いますので、そういう事例が出てきたと

きにはしっかりと法的なものを含めて

適正な対応というんですかね、というこ

とで法的なことも含めてお願いをした

いなというふうに思います。 
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 あと、人件費といいますか、職員数に

つきましては、特会の中での予定という

ことも見込まれているということでは

ありますけども、社会保障というか福祉

関係についてはさまざまな法令関係な

り、いろいろと移管して業務も移管され

てきたとかということもあるので、その

辺はしっかり市民のためにということ

も含めてしっかりと業務していただく

ということでお願いしたいなというふ

うに思います。 

 以上でございます。 

○増永和起委員長 暫時休憩します。 

（午後２時５６分 休憩） 

（午後３時３０分 再開） 

○増永和起委員長 休憩前に引き続い

て質疑をします。 

 その前に、理事者から補足説明の申し

出がありますので許可します。 

 吉田部参事。 

○吉田保健福祉部参事 森西委員の特

別養護老人ホームの入所者の待機の件

でご答弁漏れがありまして失礼します。

平成２９年４月時点でございますが、摂

津市で入所申込者の方は５９名、その中

で入所が必要性が高いと思われる方は

４３名でございます。 

 以上でございます。 

○増永和起委員長 それでは、ほかに質

問ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○増永和起委員長 では、以上で質疑を

終わります。 

 次に、議案第１７号の審査を行います。 

 本件については、補足説明を省略し、

質疑に入ります。 

 弘委員。 

○弘豊委員 それでは、議案第１７号に

ついて確認の意味も込めて聞いておき

たいと思います。 

 今回、指定居宅介護支援事業者の指定

並びに指定居宅介護支援等の事業の人

員及び運営に関する基準ですね、これを

定める条例を策定するということであ

りますけれども、ホームヘルプにかかわ

るサービス等々、そういう事業所のそれ

ぞれ指定の基準等々が議案として上が

っているんですけれども、この条例を定

めることで従来と何かしら変わること

があるのかどうか、その点についてお伺

いしておきたいというふうに思います。 

○増永和起委員長 吉田部参事。 

○吉田保健福祉部参事 それでは、弘委

員のご質問についてお答えさせていた

だきます。 

 この議案第１７号の摂津市指定居宅

介護支援事業者の指定並びに指定居宅

介護支援事業者等の事業の人員並びに

運営に関する基準に関しましては、既に

大阪府でしておる事業でございまして、

その権限のほうが４月１日から市町村

におりてくるという内容でございます。 

 ケアマネジャーの居宅介護支援事業

所の指定の分のみということで、ほかの

ホームヘルプ等は大阪府の指定で残っ

ておりますので、摂津市の場合は、ケア

マネジャーに関する指定という内容で

ございます。 

 それとともに、大阪府から市町村に移

ると同時に、ちょうど国が介護保険の法

改正も一部しておりまして、例えば居宅

介護支援事業所、ケアマネジャーの管理

者に関しましては、この４月１日から主

任ケアマネジャーでないと資格として

なれないというふうになっておるんで

すけれども、例えば３年間は猶予期間持
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ちますよとかというような一部法的な

改正の部分はございます。 

 また、医療系のサービス、訪問看護と

かリハビリテーション等を行う場合、医

師や歯科医師等に一定そういうケアプ

ラン等を公布するというような一部医

療と介護の連携のための部分としての

府との違いの条例改正等はさせていた

だいております。それは平成３０年度の

介護保険法の改正の結果という内容で

ございます。 

○増永和起委員長 弘委員。 

○弘豊委員 済みません。ちょっと勘違

いしていた部分もありました。 

 今ご答弁いただきましたけれども、大

阪府の指定から今回摂津市でこういう

指定の権限というようなことが出てき

たということですけれども、従来、地域

密着型サービスなんかの場合に、以前か

ら摂津市が指定してというようなこと

だったと思うんですけれども、その際に

は、市域に限定されていて、他市の方が

利用できないとそんなことがあったの

かと思うんですが、今回市の指定、居宅

介護支援事業者というようなことで、こ

の方、ケアマネージャーが他市の方のと

いうようなこととかが従来あったのか、

また、そこらあたりのところで何かしら

ふぐあいが生じないかというようなこ

とを聞いておきたいと思います。 

○増永和起委員長 吉田部参事。 

○吉田保健福祉部参事 現在もケアマ

ネジャー、居宅介護支援事業者の方は市

外のケアプラン等もつくっておられる

ということで、４月以降、権限は市町村

に移るんですけれども、事業所の方に関

しましては特段、市外のケアプラン等を

つくっていただくということに関しま

しては支障はございません。 

○増永和起委員長 弘委員の質疑が終

わりました。 

 ほかにありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○増永和起委員長 では、以上で質疑を

終わります。 

 次に、議案第２４号所管分の審査を行

います。 

 本件については補足説明を省略し、質

疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○増永和起委員長 質疑なしと認め、質

疑を終わります。 

 次に、議案第３０号の審査を行います。 

 本件については補足説明を省略し、質

疑に入ります。 

 弘委員。 

○弘豊委員 そうしましたら、議案第３

０号について、これも少し確認というこ

とで聞いておきたいと思うんですが、こ

ちらのほうは指定介護予防支援事業者

の指定並びに先ほどの議案第１７号の

ところと似たようなことなのかなとい

うふうには思ってますが、条文中に第３

条第４項中、介護保険施設の次にという

ようなことで一部文言が追加されるん

ですが、「障害者の日常生活及び社会生

活を総合的に支援するための法律第５

１条の１７第１項第１号に規定する指

定特定相談支援事業者」、これが加わる

わけですけども、そこの意味といいます

か、なぜこれが加わっているのかという

ようなことについてわかれば教えてい

ただきたいと思います。 

○増永和起委員長 吉田部参事。 

○吉田保健福祉部参事 それでは、今回

の条例に関してのご質問についてお答
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えさせていただきます。 

 障害の相談支援の事業所との連携が、

この平成３０年度以降、介護保険のケア

マネジャーの方や予防給付の方にも求

められるようになっておりますので、障

害の制度に関しましても連携を求める

ためにその記載がございます。 

 今回の平成３０年度改正におきまし

て、障害の方で６５歳以上のサービスを

使われる方に関しましては、一定事業所

が特に障害の事業所が指定を受けられ

ると介護保険のサービスではなくて障

害のサービスのままというか、介護保険

の中なんですけれども、障害のサービス

が使えるという内容が制度として改正

されましたので、当然障害のケアマネジ

ャーの方、相談支援事業所の方との連携

が必要になってきます。そのために制度

として条例に記載させていただいてお

る状況でございます。 

○増永和起委員長 弘委員。 

○弘豊委員 ありがとうございます。 

 今ご答弁ありましたとおり、私も以前

から障害福祉サービスと介護保険サー

ビスと、そこのところとの関係のところ

で６５歳を超える障害のある方たちが

障害福祉サービスから切り離されて介

護保険でなければならないみたいなこ

とで、例えば利用されてる事業所を移ら

なければならないようなそういうケー

スがあったりしてて、そこのところは何

とかならないのかということを国に対

して制度、法律を要望してきたかと思う

んですが、今回は制度というか、法律そ

のものは変わらないけれども、制度上、

従来の障害者支援サービスを受けられ

るというようなことになっているわけ

で、一定前進する面があるのかなという

ふうに思っているんですけれども、本来、

法律そのものがどうなのかというよう

なことも、これは引き続き問題かなとい

うふうに考えているところであります。 

 今回、条例ということでこの文言が加

わって、障害のある方の生活の面におい

ては改善されるのかなというようなこ

とでよろこばしくは思うんですけれど

も、ちょっとその点気になったので確認

のため聞いておきました。 

 以上です。 

○増永和起委員長 ほかにありません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○増永和起委員長 以上で質疑を終わ

ります。 

 暫時休憩します。 

（午後３時３９分 休憩） 

（午後３時４０分 再開） 

○増永和起委員長 再開します。 

 議案第１８号の審査を行います。 

 本件については補足説明を省略し、質

疑に入ります。 

 弘委員。 

○弘豊委員 議案第１８号にかかわっ

てです。 

 これもある意味、確認の意味を込めて

聞いておきたいと思うんですけれども、

今回、法改正によって地域包括支援シス

テムの強化、その一環として地域包括支

援センターの機能強化というようなこ

とで、この議案で提案されてる地域包括

支援センターの運営協議会を改めて条

例で規定するっていうことになってる

かと思うんですけれども、その機能強化

の中身ですよね、今回こうやって運協を

条例で定めて報酬も出るよというよう

なことに。こうする意義も含めて今回の
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法改正と絡めてお聞かせいただけたら

というふうに思うんですが、よろしくお

願いします。 

○増永和起委員長 吉田部参事。 

○吉田保健福祉部参事 今回、地域包括

支援センター運営協議会を附属機関に

させていただいた１つの大きな理由と

いたしましては、地域包括支援センター

の運営協議会自身は、今まではせっつ高

齢者かがやきプランの審議会の中で審

議会の後、させていただいたというよう

な経過がございました。 

 ただ、やはり審議会の中だけでは十分

な議論がなかなかできない部分も、その

専門的なこととかも役割等がふえてき

てできないところもあるのではないの

かなということで、あえて地域包括支援

センターの運営協議会を別に立ち上げ

させていただいて、構成メンバー等もよ

り専門性の高い方にさせていただいて、

十分議論できる体制をということで今

回上げさせていただいております。 

 特にこの平成３０年度改正も含めて、

地域包括支援センターの役割の強化と

いうことが求められておる中でござい

ますので、この機会にさせていただいた

状況でございます。 

○増永和起委員長 弘委員。 

○弘豊委員 今回こうやって運営協議

会の位置づけということを条例で改め

て定めてというようなことについての

説明は今の分でわかりました。 

 一方で、今回、機能強化っていうふう

なことの中で、厚生労働省とかが出して

る分の資料には、地域包括支援センター

に事業の自己評価と資質の向上を図る

ことを義務づけるっていうふうなこと

でありますとか、市町村に地域包括支援

センターの事業の実施状況の評価を義

務づけるとかこういうことが書かれて

るんですけれども、こうした評価ってい

うことがどういうふうに反映というか、

例えばいろんなこれまでの経緯で言っ

たら、何かしら補助金なり交付金なりに

影響するようなそういうものになって

くるのかどうなのか、気になるのでお聞

かせいただけたらと思います。 

○増永和起委員長 吉田部参事。 

○吉田保健福祉部参事 実際にこの平

成３０年度から国が保険者機能の強化

ということで新たな交付金制度をつく

られました。 

 その中で一定、この包括支援センター

に関しての評価の項目ということもご

ざいます。 

 ただ、その中で体制整備とか、幾つか

の項目はあるんですけれども、そういう

項目に関してしっかりと適切な評価を

市だけではなくてしていただくことも

含めて、運営協議会として立ち上げさせ

ていただいた経過もございます。 

 やはりほかのところのいろんな地域

包括支援センターの状況とかも知って

おられるような先生も入っていただい

て、包括支援センターの運営に関して適

切なアドバイスも含めていただける形

ということで、市として客観的な内容、

結果的に交付金等に算定できるような

内容があればしていくという考え方で

ございますので、まずは包括支援センタ

ーの運営に関してしっかりと議論でき

る場をつくっていくということが、私た

ちが今回上げさせていただいた大きな

理由の１つでございます。 

○増永和起委員長 弘委員。 

○弘豊委員 いろいろと国がインセン
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ティブを働かせるとか、そういったこと

の材料としてこれを取り組むっていう

ようなことがメーンではないというこ

となんだろうなっていうようなことで

確認しておきたいんですが、この行う評

価を通じて地域包括支援センターの必

要な人員体制を明らかにすることとか、

市町村における適切な人員体制の確保

を促すとか、そういったことが大事なん

だというようなことは押さえておきた

いなと思ってます。 

 摂津市は、他市と比べても地域包括支

援センター、今、社会福祉協議会に委託

してるそこが市域全部を担ってるとい

うふうなことで、以前は市が直轄でそう

いうようなこともやってた中でしたら、

他市に比べたら随分状況が違うという

ふうにも私も認識してて、逆に他市なん

かで言うたら民間の事業所、個人さんと

かが委託を受けて地域包括。大きな市だ

ったら、その市の中にいろんな地域包括

支援センターがあって、それぞれの状況

っていうのが異なるみたいなこともあ

るのかなとも思えば、こういうのも改め

て大事になっていくんだろうというふ

うには思うんですよ。 

 摂津市の場合は、そんなにも役割とい

うか、これまでと変わらないのかなとい

うようなことも思うんですけれども、も

う１点、ちょっとこれ資料をいろいろ見

てる中で、こんなのもあるのかなという

ようなことでちょっと見つけたんです

が、これは厚生労働省の社会福祉審議会

介護保険の部会が昨年末にやられてた

中で、今回の制度の見直しに関する意見

とかいうようなことで、会議で出された

意見の中にあるんだろうと思うんです

けれども、地域包括支援センターの機能

強化っていう項目の中で、例えば土日祝

日の開所とか、地域ケア会議の内容の具

体化、明確化、市町村による評価の義務

づけ等とかってこういったことがちょ

っと文言で記されてるんもんで、こうい

う土日祝日の開所とかそういうような

こともやってるところがあるのかな、ど

うなのかな。 

 摂津市の場合は、今は月から金曜まで

であいてますけれども、中には土曜とか

日曜とかに用事があって行きたいかな

というふうな人も出てくることも考え

られるので、機能強化、地域包括のそう

いった考え方の中で、何かしら今後改善

するみたいなこととかお考えがありま

したら、聞いておきたいと思います。 

○増永和起委員長 吉田部参事。 

○吉田保健福祉部参事 まずは、具体的

に例えば土日とかそういう議論されて

いるような内容に関しまして、すぐどう

かというふうには考えてはおりません。 

 ただ、こういう地域包括支援センター

の運営協議会等で議論された内容に関

して、市として考えていく内容が今回出

てくるかと思いますので、その出てきた

内容に関しまして、市としてどういうこ

とができるのかということはしっかり

とやっていきたいなと思ってはおりま

す。 

○増永和起委員長 弘委員の質問が終

わりました。 

 ほかにありませんか。 

 南野委員。 

○南野直司委員 地域包括支援センタ

ー運営協議会を設置していくというこ

とでありますけども、確認なんですけど

も、先ほど課長からご答弁いただきまし

た地域包括支援センター運営協議会委



－33－ 

員って言われる方が専門性の高いメン

バーの方で構成されると。そういう協議

会が開かれて、そこに地域包括支援セン

ターの皆さん、代表の方かわかりません

が来て、そこの中へ庁舎の高齢介護課、

あるいは保健福祉課が入っていって、一

緒に会議を開いていろいろ情報共有を

していくっていうことですか。ちょっと

その辺、お聞きしたいなと思います。 

○増永和起委員長 吉田部参事。 

○吉田保健福祉部参事 地域包括支援

センター運営協議会は、学識経験者や医

師、介護保険の事業所等そういう直接や

っぱり地域包括支援センターの業務内

容に比較的精通してる方で構成させて

いただいております。 

 あと、事務局として高齢介護課と実際

に委託していただいている社会福祉協

議会の地域包括支援センターの方が事

務局として入っていただくと。 

 その中で、実際、事業に関しての報告

ですね、例えば今回課題として求められ

てる地域包括支援センターの役割とし

て、例えば介護予防に関してはどういう

取り組みをしてるのかとか、今後どうい

う取り組みをしていくのかということ

を議論していただいたり、場合によって

はご質問にお答えさせていただいたり

というような形式でさせていただく予

定をしております。 

○増永和起委員長 南野委員。 

○南野直司委員 わかりました。 

 そしたら、地域包括支援センターの方

と、例えば高齢介護課の方と、あるいは、

介護認定業務委託している方たちと集

まって、例えば情報を交換するような場

っていうのは別にあるのかどうか。そう

いうことも大事なのかなと思って、もし

あれやったら教えていただけますか。 

○増永和起委員長 吉田部参事。 

○吉田保健福祉部参事 やはり今おっ

しゃったように、地域包括支援センター

を委託しておりますが、情報共有という

ことは非常に大事だということで、月に

２回、定期的に向こうの職員の方とうち

のほうの職員が、業務に関しましては定

例的に情報交換させてはいただいてお

ります。 

○増永和起委員長 南野委員。 

○南野直司委員 非常に私は大事なこ

とだというふうに思いましたんで、どう

かよろしくお願いします。 

 以上です。 

○増永和起委員長 ほかにありません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 以上で質疑を終わります。 

 暫時休憩します。 

（午後３時５４分 休憩） 

（午後３時５７分 再開） 

○増永和起委員長 再開します。 

 討論に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○増永和起委員長 討論なしと認め、採

決します。 

 議案第１号所管分について、可決する

ことに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○増永和起委員長 出席者による賛成

多数。よって本件は可決すべきものと決

定しました。 

 議案第４号について、可決することに

賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○増永和起委員長 賛成多数。よって本

件は可決すべきものと決定しました。 
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 議案第６号について、可決することに

賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○増永和起委員長 全員賛成。よって本

件は可決すべきものと決定しました。 

 議案第７号について、可決することに

賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○増永和起委員長 賛成多数。よって本

件は可決すべきものと決定しました。 

 議案第８号について、可決することに

賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○増永和起委員長 賛成多数。よって本

件は可決すべきものと決定しました。 

 議案第９号所管分について、可決する

ことに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○増永和起委員長 全員賛成。よって本

件は可決すべきものと決定しました。 

 議案第１２号について、可決すること

に賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○増永和起委員長 全員賛成。よって本

件は可決すべきものと決定しました。 

 議案第１７号について、可決すること

に賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○増永和起委員長 全員賛成。よって本

件は可決すべきものと決定しました。 

 議案第１８号について、可決すること

に賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○増永和起委員長 全員賛成。よって本

件は可決すべきものと決定しました。 

議案第２４号所管分について、可決す

ることに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○増永和起委員長 全員賛成。よって本

件は可決すべきものと決定しました。 

 議案第２７号について、可決すること

に賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○増永和起委員長 全員賛成。よって本

件は可決すべきものと決定しました。 

 議案第２８号について、可決すること

に賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○増永和起委員長 賛成多数。よって本

件は可決すべきものと決定しました。 

 議案第２９号について、可決すること

に賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○増永和起委員長 賛成多数。よって本

件は可決すべきものと決定しました。 

 議案第３０号について、可決すること

に賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○増永和起委員長 全員賛成。よって本

件は可決すべきものと決定しました。 

 暫時休憩します。 

（午後４時１分 休憩） 

（午後４時６分 再開） 

○増永和起委員長 再開します。 

 本委員会の所管事項に関する事務調

査について協議します。 

 平成３０年度委員会行政視察を実施

することに異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○増永和起委員長 異議なしと認め、そ

のように決定いたします。 

 次に、視察事項、視察先、視察日程等

についてご協議いただきます。 

 この件につきましては、先進事例等の

情報収集を行うとともに、日程を調整さ

せていただいた内容をもって委員長案
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としてまとめましたのでご提案させて

いただきます。 

 日程は５月１４日月曜日から、５月１

５日火曜日。 

 視察市は、長野県岡谷市及び長野県松

本市。 

 岡谷市は、人口約４万９，０００人。

こちらでは、テクノプラザおかやと産学

官連携について視察を行います。 

 岡谷市では、大手企業の海外シフト等

により、ものづくりの空洞化が起こり、

市内中小企業の構造転換が迫られる中、

産業振興の拠点整備の必要性から、テク

ノプラザおかやを建設されています。 

 産学官の横のつながりによる情報連

携の強化や産業創出のため、産業振興の

拠点としての取り組みについて視察を

行います。 

 また、松本市は人口約２４万人。こち

らでは、健康寿命延伸都市の取り組みに

ついて視察を行います。 

 松本市では、総合計画の最上位施策と

して健康寿命延伸を据え、人の健康を初

めとしてまちづくり全体に取り組んで

おられます。 

 地域を基盤とし、住民が主体となり、

健康づくり、生きがいづくりが進められ

ており、超高齢社会のモデル都市として

注目されています。 

 若年者からの認知症予防や、子どもか

ら始める健康づくり、健康無関心層への

アプローチ等先進的な取り組みについ

て視察を行います。 

 以上のような視察案を提案させてい

ただきましたが、委員の皆さんいかがで

しょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○増永和起委員長 よろしいですか。 

 それでは、ただいまの協議のとおり決

定します。 

 暫時休憩します。 

（午後４時 ９分 休憩） 

（午後４時１１分 再開） 

○増永和起委員長 再開します。 

 それでは、岡谷市においてテクノプラ

ザおかやと産学官連携について。松本市

において健康寿命延伸都市の取り組み

についての視察を行いたいと思います。 

 本委員会の視察につきましては、以上

のとおり実施することといたしますの

で、よろしくお願いいたします。 

 なお、常任委員会の所管事項に関する

事務調査については、本会議最終日にお

いて閉会中に調査することが諮られま

す。本委員会の所管事項については、老

人福祉行政について、障害者福祉行政に

ついて、保健医療行政について、環境衛

生行政について、商工行政について、農

業行政について、文化スポーツ行政につ

いてを平成３１年３月３１日まで閉会

中に調査することにいたしたく思いま

すが、異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○増永和起委員長 異議なしと認め、そ

のように決定いたします。 

 以上で本委員会を閉会します。 

（午後４時１３分 閉会） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



－36－ 

 委員会条例第２９条第１項の規定に

より、署名する。 

 

民生常任委員長 増永 和起 

 

 

民生常任委員  森西  正 


